
 

上記の権利譲渡申請については承認します。 

 

柴二区発第   号 

令和  年  月  日 

 

白山市柴木第二土地区画整理組合 

                          理事長 北 村 敏 明  ㊞ 

 

 

 

別記様式４（規程第15条関係） 正 本 

 

権 利 譲 渡 承 認 申 請 書                

 令和  年  月  日   

 

白山市柴木第二土地区画整理組合 

 理事長 北 村 敏 明 様 

                                 譲渡人 住所             

（乙）氏名               ㊞ 

    

                                 譲受人 住所             

氏名                  ㊞     

  

令和  年  月  日付の白山市柴木第二土地区画整理組合を甲、         を乙 

として売買契約を締結した保留地に係る権利を、乙は、下記により譲渡するので承認下さるよう 

当事者連署のうえ申請します。 

 なお、譲受人は、乙の権利義務を承継し、当該譲渡に関する紛争等が生じた場合は、当事者で 

解決し、組合には一切迷惑をかけません。 

 

記 

保
留
地
の
表
示 

街 区 番 号 街区 （
乙
） 

譲
渡
人 

住 所  

氏 名  
保留地番号 号 

譲
受
人 

住 所  

地 積 ㎡ 
氏 名  

権利譲渡日   令和  年  月  日 

権利譲渡理由   売買 ・ 贈与 ・ その他（     ） 

添 付 書 類 
譲渡人・譲受人の印鑑証明(法人の場合、法人の登記事項証明書) 

売買（譲渡）契約書の写し 

 

１ 譲受人は、令和  年  月  日白山市柴木第二土地区画整理組合を甲、         

       を乙として締結した本件保留地に係る売買契約における乙の権利義務を承継します。 

２ 所有権移転登記 

換地処分後の所有権移転登記は、上記の譲受人名義とし、譲受人は、その登記費用を負担します。 

３ 譲受人の権利譲渡 

  譲受人は、保留地の所有権移転登記が完了する前において本件保留地に係る権利を他人に譲渡する 

際には、あらかじめ組合の承認を申請します。 

 

 

 



 

上記の権利譲渡申請については承認します。 

 

柴二区発第   号 

令和  年  月  日 

 

白山市柴木第二土地区画整理組合 

                          理事長 北 村 敏 明  ㊞ 

 

 

 

別記様式４（規程第15条関係） 副 本 

 

権 利 譲 渡 承 認 申 請 書                

 令和  年  月  日   

 

白山市柴木第二土地区画整理組合 

 理事長 北 村 敏 明 様 

                                 譲渡人 住所             

（乙）氏名               ㊞ 

    

                                 譲受人 住所             

氏名                  ㊞     

  

令和  年  月  日付の白山市柴木第二土地区画整理組合を甲、         を乙 

として売買契約を締結した保留地に係る権利を、乙は、下記により譲渡するので承認下さるよう 

当事者連署のうえ申請します。 

 なお、譲受人は、乙の権利義務を承継し、当該譲渡に関する紛争等が生じた場合は、当事者で 

解決し、組合には一切迷惑をかけません。 

 

記 

保
留
地
の
表
示 

街 区 番 号 街区 （
乙
） 

譲
渡
人 

住 所  

氏 名  
保留地番号 号 

譲
受
人 

住 所  

地 積 ㎡ 
氏 名  

権利譲渡日   令和  年  月  日 

権利譲渡理由   売買 ・ 贈与 ・ その他（     ） 

添 付 書 類 
譲渡人・譲受人の印鑑証明(法人の場合、法人の登記事項証明書) 

売買（譲渡）契約書の写し 

 

１ 譲受人は、令和  年  月  日白山市柴木第二土地区画整理組合を甲、         

       を乙として締結した本件保留地に係る売買契約における乙の権利義務を承継します。 

２ 所有権移転登記 

換地処分後の所有権移転登記は、上記の譲受人名義とし、譲受人は、その登記費用を負担します。 

３ 譲受人の権利譲渡 

  譲受人は、保留地の所有権移転登記が完了する前において本件保留地に係る権利を他人に譲渡する 

際には、あらかじめ組合の承認を申請します。 

 

 

 


